
平 成 1 4 年 度 厚 生 労 働 省 税 制 改 正 （ 評 価 書 ） 

     

制 度 名 
 
エネルギー需給構造改革投資促進税制（エネ革税制）の適用期限の延長 

 
エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却（取得価格の

30％）又は税額控除（取得価格の７％）が認められているが、この適用期限
（平成 14年３月 31日）を２年間延長する。 
  継続要望の設備 
  全自動洗濯脱水機 
 

改

正

の

内

容 

 減税見込額 
（平年度） 

３５３百万円 

(1) 政策目的 
総合的なエネルギー対策の観点から、エネルギーの効率的利用の促進を

図る設備の導入を推進する。 

(2) 施策の必要性 
要望設備を使用するクリーニング業界の大部分は中小企業者であり、エ

ネルギー対策は、技術的知識・情報の不足、資金の不足等により、全体的

に立ち遅れている。本措置を行うことにより、当該設備の導入を促進し、

エネルギーの効率利用の推進を図る必要がある。 

 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

の

理

由 

(3) 施策の適正性（公平性・優先性等） 
生活衛生関係営業は、国民の日常に極めて深い関係を有しているが、そ

の大部分が中小零細企業であり、当該設備の取得が容易ではない。 
エネルギーの効率的利用の促進を図る設備の導入を推進するため、本措

置の適用期限の延長による普及を図ることが不可欠である。 
 

(4)  施策の効率性 
クリーニング業者に対し、省エネルギーのため電力の使用を抑制させる

ことは難しく、エネルギーの効率的利用の促進を図る設備の導入を推進す

ることが、国として合理的に省エネルギーを進める方策として適当であ

る。 
本特別償却制度は、企業の自主的な設備の導入を促進するものであり、

有効な施策である。 

政 策 の 
達 成 目 標 

要望設備の中小企業における普及率が大企業並になることを目標とする。 
 当該設備は省エネルギーの効果が高く、普及率を最終的に大企業の 80％～
90％となることを目標とする。 

当 該 項 
目 以 外 の 
支 援 措 置 

 
国民生活金融公庫からの融資 
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく施策等 

担当課名  健康局生活衛生課 

 


